
 

第１号様式（日本産業規格Ａ列４番） 

 

移動等円滑化取組計画書 

 

令和８年６月２４日 

 

住  所 京都市右京区太秦下刑部町１２番地 

事業者名 京都市交通局 

代表者名 京都市公営企業管理者 交通局長 北村 信幸 

 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の４の規定に基づき、次

のとおり提出します。 

 

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針 

  京都市営地下鉄では、これまでからバリアフリー法（高齢者、障害者等の移動の円滑

化の促進に関する法律）や、移動等円滑化基準（移動等円滑化のために必要な旅客施設

又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令）などに基づき、積極的に旅客及

び車両のバリアフリー化に取り組んでまいりました。 

  これにより、令和７年度末現在で、全ての旅客施設及び車両が移動等円滑化基準を満

たしております。 

 ハード・ソフト両面での更なるバリアフリー化の推進に向け、バリアフリー法におい

て努力義務とされている事項について、令和元年度から１０年間の経営の基本的な方針

等を取りまとめた「京都市交通局市バス・地下鉄事業経営ビジョン」に基づき、以下の

方針の下、取組を進めてまいります。 

 

（１）旅客施設及び車両等の整備に関する事項 

  ① 駅のホームドア及び可動式ホーム柵 

【現状】 

駅のホームにおける転落防止策として、東西線では開業時から全１７駅にホ

ームドアを設置しており、烏丸線では全１５駅中４駅に可動式ホーム柵を設置

している。（令和７年度末時点） 

【今後の対応方針】 

ホームの安全性向上が重要かつ喫緊の課題であることから、コロナ禍からの

お客様の回復に伴う本市地下鉄事業の財政状況の回復を踏まえ、延期していた

烏丸線残り１１駅への可動式ホーム柵設置事業を進めていく。 

事業期間：令和７～１２年度 

※令和１０年度から順次供用を開始し、１２年度上半期に全駅で供用開始 

 

  ② 駅ホームの内方線付点状ブロックの JIS規格対応 

   【現状】 



 

    可動式ホーム柵未設置の烏丸線１１駅には、転落防止策として内方線付き点

状ブロック（点状及び内方線）が必要であり、これらの駅の全てのホームに設

置している。このうち点状ブロック部分は、平成１３年にＪＩＳ規格化された

が、当該１１駅は規格化以前に開業したため、ＪＩＳ規格に適合していない。 

   【今後の対応方針】 

    当該１１駅は、可動式ホーム柵設置（令和１０～１２年度）に伴い内方線は

不要になるが、工事の際にはＪＩＳ規格に適合した視覚障害者誘導ブロック（点

状ブロック、線状ブロック）に更新する。 

 

  ③ 駅の視覚障害者用誘導ブロックの JIS規格対応 

   【現状】 

    視覚障害者用誘導ブロックについて、形状等を視覚障害者団体とも協議のう

え、全駅に敷設してきたが、全てのブロックがＪＩＳ規格に適合している駅は、

ＪＩＳ規格化された平成１３年以降に開業した東西線六地蔵駅、石田駅、西大

路御池駅、太秦天神川駅の４駅である。 

   【今後の対応】 

 駅の大規模改修の機会を捉え、順次ＪＩＳ規格に適合した視覚障害者用誘導

ブロックに更新する。 

 

  ④ 駅の旅客用トイレ 

【現状】 

駅の旅客用トイレでは、車いす使用者用便房を全３１駅に、オストメイト対

応設備を全３１駅中２４駅に設置している。（令和７年度末時点） 

【今後の対応方針】 

残る７駅については、老朽化に伴うトイレの改修にあわせて順次オストメイ

ト対応設備を設置する。 

 

  ⑤ 駅のエスカレーター 

【現状】 

全３１駅に計１１０基のエスカレーターを設置しており、そのうち１３駅 

４１基のエスカレーターに、行先及び昇降方向を知らせる音声案内設備を搭載

している。（令和７年度末時点） 

【今後の対応方針】 

残る駅については老朽化に伴う更新にあわせて順次エスカレーターに音声案

内設備を搭載する。 

 

  ⑥ 車内案内表示装置 

   【現状】 

車内には、次の停車駅等を文字情報により提供する車内案内表示装置を、烏

丸線全２０編成及び東西線全１７編成に設置している。 



 

 

  ⑦ 駅ホームと車両の段差解消 

【現状】 

駅ホームと車両の乗降口の段差については、烏丸線１０系車両３次車～６次

車は最大８ｃｍ、２０系車両が最大４ｃｍ（クツズリ先端部では最大３ｃｍ）、

東西線で最大５ｃｍ（クツズリ先端部では最大約２．６ｃｍ）程度である。 

【今後の対応方針】 

烏丸線１０系車両を更新する際には、駅ホームと車両の段差をできるだけな

くした車両を導入する。 

 

  ⑧ 車両における車いすスペースの確保 

   【現状】 

    地下鉄車両全３７編成のうち、車いすスペースを１編成につき２か所以上設

置している車両は２９編成（烏丸線２０編成中１２編成、東西線全１７編成）

であり、車椅子スペース１か所につき 1,300mm 以上×750mm 以上の広さを確保

した車両は９編成である。 

   【今後の対応方針】 

    烏丸線１０系車両を更新する際には、基準に適合した車いすスペースを有す

る車両を導入する。 

 

  ⑨ 駅のエレベーター 

【現状】 

駅のエレベーターは、全ての駅においてバリアフリー基準に適合している。 

また、全３１駅中１４駅のエレベーターに文字案内表示装置や聴覚に障害の

ある方に対応可能な非常ボタンを導入している。（令和７年度末現在） 

【今後の対応方針】 

令和８年度に、更に２駅のエレベーターについて、文字案内表示装置や聴覚

に障害のある方に対応可能な非常ボタンを導入する。 

 

（２）旅客支援、情報提供、教育訓練等に関する事項 

  ① 旅客支援 

【現状】 

    ・ 駅係員が、目の不自由な方や車いす利用者に対して積極的に支援のお声

かけをするとともに、それ以外の方々にも御希望に応じた移動の補助等を

行っている。 

    ・ 聴覚に障害のある方への支援として、全駅に筆談具及びタブレット端末

を配備するとともに、無人改札口（８駅１１改札口）に、筆談対応可能な

多機能インターホンを設置している。（令和７年度末時点） 

・ 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が交通事業者向けに実施

している高齢の方や障害のある方に対する接遇・介助研修を受講させ、「交



 

通サポートマネージャー」として認定された駅係員を、順次各駅に配置し

ている。（令和７年度末までの累計 ２３５名） 

【今後の対応方針】 

    ・ 駅係員による障害のある方に対する積極的な支援のお声かけにより、移

動の補助等を行うとともに、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財

団が交通事業者向けに実施している高齢の方や障害のある方に対する接

遇・介助研修を受講させ、「交通サポートマネージャー」の資格を有する駅

係員を養成する。 

 

  ② 情報提供 

   【現状】 

    ・ 駅及び車両では、案内板、標識、音声案内及び筆談器具を用いたコミュ

ニケーション等の多様な手段によって、駅及び車両のバリアフリー情報、

運行情報並びに緊急時の情報等を提供している。 

    ・ 駅及び車両における情報提供以外にも、ウェブサイト（スマートフォン

用ウェブサイトを含む）、パンフレット、電話による問い合わせ対応等によ

り、高齢の方や障害のある方にも御利用いただきやすい情報提供に努めて

いる。 

    ・ 視覚情報について、案内サイン等においては、可能な限り大きな文字又

は適切な色の組み合わせや書体の使用に配慮するとともに JIS 規格等のピ

クトグラム（図記号）を付設している。 

      また、車両の行先や接近状況を文字情報で提供する案内表示装置を、全

駅のホーム階及び烏丸線（竹田駅を除く各駅）・東西線（全駅）のコンコー

ス階に設置している。 

    ・ 車両更新を進めていた烏丸線の２編成については、令和７年度の車両更

新をもって、フルカラー液晶の車内案内表示装置を搭載した車両に置き換

えた。 

    ・ 聴覚情報について、烏丸線では、ホームにおける列車接近時の警告音を

上下線で異なる音色にするなど、分かりやすい情報提供に努めている。 

【今後の対応方針】 

    ・ 異常時におけるお客様への情報提供を充実するため、地下鉄及び地下鉄

と接続する他社線の運行情報や振替輸送情報等を発信する大型ディスプレ

イを全駅の改札口に設置する。 

 

③ 教育訓練 

【現状】 

    ・ 新規採用駅職員研修時に障害のある方を講師とした研修を実施するとと

もに、毎年、全ての駅職員及び乗務員が受講する定期教育訓練において、

高齢の方又は障害のある方等の多様なニーズ及び特性を理解し、適切に対

応できるよう、人権に関する知識を深める研修を実施している。 



 

    ・ 高齢の方や障害のある方がより安心して御利用いただけるよう、平成 

３０年度から、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が交通事業

者向けに実施している高齢の方や障害のある方に対する接遇・介助研修を

受講させ、「交通サポートマネージャー」の資格を有する駅係員を養成して

いる。（令和７年度末までの累計 ２３５名） 

    ・ 障害のある方の特性などを踏まえた「お客様接遇マニュアル」を作成し、

全ての乗務員及び駅係員に周知している。 

【今後の対応方針】 

・ 新規採用駅職員等への研修等を継続して実施するとともに、「交通サポー 

トマネージャー」の資格を有する駅係員を養成する。 

 

 

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置 

① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置 

対象となる旅客施

設及び車両等 

計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

可動式ホーム柵設

置 

 

可動式ホーム柵が設置されていない烏丸線の残り１１駅に、 

可動式ホーム柵を設置する。（令和７～１２年度） 

 

② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項

の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

障害者・高齢者の接

遇に関する民間資

格を持つ職員の養

成 

 

新規採用駅係員へ

の研修 

 

接遇研修の実施 

 

 

 

照明設備の維持管

理 

 

 

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が交通事業者向け

に実施している高齢の方や障害のある方に対する接遇・介助研修

を受講させ、「交通サポートマネージャー」の資格を有する駅係

員を養成する。（令和８年度） 

 

新規採用駅係員の研修時において、障害のある方を講師とした研

修を実施する。（令和８年度） 

 

全ての駅係員及び乗務員が受講する定期教育訓練において、高齢

の方又は障害のある方等への対応や人権に関する知識を深める

教育訓練を実施する。（令和８年度） 

 

移動等円滑化された経路を構成する通路、階段、トイレ、プラッ

トホームなどの照明設備について、年１回の点検を行い、必要に

応じて照明の交換を行うなど、適切な照度を確保する。（令和８

年度） 



 

 

階段昇降機の維持

管理 

 

エレベーター、エス

カレーターの音声

案内装置の維持管

理 

 

トイレ、出入口、改

札口等の音声案内

装置の維持管理 

 

渡り板の維持管理 

 

 

列車接近警告装置、

駅施設の放送設備

の維持管理 

 

行先案内表示装置

の維持管理 

 

車内案内表示装置、

車内放送装置の維

持管理 

 

２か月に１回の点検を行い、必要に応じて修繕を行うなど、維持

管理する。（令和８年度） 

 

１か月に１回の点検を行い、必要に応じて修繕を行うなど、維持

管理する。（令和８年度） 

 

 

 

年１回の点検を行い、必要に応じて修繕を行うなど、維持管理す

る。（令和８年度） 

 

 

劣化具合を随時確認し、必要に応じて新しいものを購入する。（令

和８年度） 

 

年２回の点検を行い、必要に応じて修繕を行うなど、維持管理す

る。（令和８年度） 

 

 

年１回の点検を行い、必要に応じて修繕を行うなど、維持管理す

る。（令和８年度） 

 

３か月に１回の点検を行い、必要に応じて修繕を行うなど、維持

管理する。（令和８年度） 

 

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降につい

ての介助、旅客施設における誘導その他の支援 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

移動の支援、声掛け

及び誘導案内 

 

 

障害者・高齢者の接

遇に関する民間資

格を持つ職員の配

置 

 

駅係員が目の不自由な方や車いす利用者などに対して、積極的に

支援のお声かけをするとともに、それ以外の方々にも御希望に応

じた移動の補助等を行う。（令和８年度） 

 

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が交通事業者向け

に実施している高齢の方や障害のある方に対する接遇・介助研修

を受講させ、「交通サポートマネージャー」の資格を有する駅係

員を養成する。（令和８年度） 

 



 

  

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

緊急情報発信ディ

スプレイの設置 

 

異常時におけるお客様への情報提供を充実するため、地下鉄及び

地下鉄と接続する他社線の運行情報や振替輸送情報等を発信す

る大型ディスプレイを全駅の改札口に設置する。 

（令和９～１０年度） 

 

 ⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

障害者・高齢者の接

遇に関する民間資

格 

 

 

新規採用駅係員へ

の研修 

 

接遇研修の実施 

 

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が交通事業者向け

に実施している高齢の方や障害のある方に対する接遇・介助研修

を受講させ、「交通サポートマネージャー」の資格を有する駅係

員を養成する。（令和８年度） 

 

新規採用駅係員の研修時において、障害のある方を講師とした研

修を実施する。（令和８年度） 

 

全ての駅係員及び乗務員が受講する定期教育訓練において、高齢

の方又は障害のある方等への対応や人権に関する知識を深める

教育訓練を実施する。（令和８年度） 

 

 ⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適

正な配慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

啓発ポスター等の

掲出 

 

 

 

 

 

車内放送による啓

発 

 

優先座席エリアへ

の床面シート貼り

国土交通省が実施する障害者用トイレ、エレベーター等のゆずり

あいに関する啓発キャンペーンに参加し、マナー啓発のためのポ

スター掲出を行う。また、優先座席のゆずりあいに関するポスタ

ー掲出や、障害者用トイレの扉への「一般トイレを利用できる方

は、一般トイレをご利用ください」という啓発文の掲出など、利

用者への呼びかけを行う。（令和８年度） 

 

優先座席のゆずりあいに関する啓発放送を行い、利用者への呼び

かけを行う。（令和８年度） 

 

優先座席エリアの床面への「必要とされている方に座席をおゆず

りください」等のメッセージを表記したシート貼り付けなど、利



 

付け等 用者への呼びかけを行う。（令和８年度） 

※床面シートの貼り付けは平成２９年度に実施 

 

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置 

・  視覚に障害のある方に対する声かけ等をお願いするポスターを掲出するととも

に、駅構内放送等による啓発を実施する。（令和８年度） 

・  ウェブサイトや電話等で寄せられる要望を担当部署内で共有するとともに、取

組の改善に活用する。（令和８年度） 

・  障害者団体との意見交換を実施し、対応等について協議する。（令和８年度） 

・  ハード面の主管課を本局内の高速鉄道部技術監理課、ソフト面の主管課を高速

鉄道部運輸課として、バリアフリーの取組を推進する。 

 

 

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容 

対象となる旅客施設

及び車両等又は対策 
変 更 内 容 理  由 

 

 

  

 

 

Ⅴ 計画書の公表方法 

ホームページにて公表する。 

 

 

 

Ⅵ その他計画に関連する事項 

中期的な対応方針に記載した事項については、令和元年度から１０年間の経営の基

本方針を定めた「経営ビジョン」に位置づけられている。 

 

 

 

  注１ Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複

数になる場合には、新たに欄を設けて記入すること。 

   ２ Ⅴには、本計画書の公表方法（インターネットの利用等）について記入するこ

と。 

３ Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画（事業者全体に関連するプロジ

ェクト、経営計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画にお

ける当該事業者の位置付け等について記入すること。 

 


